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令和 8年度岩国市一般廃棄物処理実施計画

第 1章 基本的事項

1 目的                                     |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和 45年法律第 137号。以下 「法」 とい う。)

及び岩国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 (平成 18年条例第 140号 )に基づき令和

6年 3月 に策定 した 「第 2次岩国市一般廃棄物処理基本計画」に掲げる持続可能な循環

型社会の形成へ向けて、市民・事業者・行政が協働・共創 しながらく様々な施策に取 り

組むため、令和 8年度岩国市一般廃棄物処理実施計画を次のとお り定めます。

計画期間

令和 8年 4月 1日 から令和 9年 3月 31日 まで

3 発生量及び リサイクル率
(1)固 形状一般廃棄物

121 液状一 廃棄物

第 2章  ごみ処理計画

木計画では、第 2次岩国市一般廃棄物処理基本計画に掲げる 3ら の基本理念 ① 3R(リ

デユース・リユース・ リサイクル)の推進 ②市民・事業者・行政の協働・共創による取り

組みの推進 ③地球環境保全の推進 のもと、(1)ごみの発生・排出削減、リサイクルの推進

(2)ごみの適正処理の啓発と推進 (3)環境美化の推進を基本方針とし、日標とする姿『地域

資源を賢く使い、持続可能で快適に暮らせるまち』の実現を目指します。

1

区   分
令和 7年度

見込

令和 8年度

計画

発   生   量 44,164,000kg 40,535,900kg

リ サ イ ク ル 率 19。 1% 22.8%

リ サ イ ク ル 率

(発 電 含 む ) 36.8% 40。 1%

令和 7年度

見込

令和 8年度

計画
区  分

し 4,579kL 4,581kL

52,670kL浄 化 槽 汚 泥 5學,381kL



目標達成に向けての具体的な施策

(1)ごみの発生・排出削減、リサイクルの推進

①ごみの発生・排出削減

項  目 施  策

1市民・事業者

意識の向上

(人づ くり)

環境毅育の充実

(出前講座 )

環境に対する意識を定着 させ るため、市職員が

学校等に出向き、ごみの分別方法等について説日月

し、ごみ減量等の啓発を行 う「出前環境講座」を

実施 します。

また、「岩国市地球温暖化対策地域協議会」や「地

球温暖化防止を考える会」等の市民団体 と連携す

るとともに、自治会等への案内や、広報いわくに・

市ホームページ等での PRを通 して、講座の参加
者を増や し(更 なる環境教育の充実を図 ります。

ごみ処理体験学

習 (施設見学等 )

ごみの処理や有効利用等に関する学習の場とし

て、ごみ処理施設の見学や職場体験により環境学

習を充実させ、ごみの減量・分別の意義などにつ

いての認知度向上を図ります。

学校の児童・生徒の長期休暇の時期に合わせ、

施設見学の際に「NPO法 人エコフレンズいわく
に」が実施 しているリサイクル講座等との同時開

催の企画を検討 します。

また、施設見学者へのアンケー ト調査を継続実

施し、結果を施策八反映します。

広報 DVDの 貸
し出し

市の処理施設の紹介や ごみ
。リサイク″等に関

す
.る

6種類の広報 DVDを 図書館や各総合支所 。

支所等で貸 し出 し、公民館活動や学校教育｀社内

研修等に役立てていただくことで、市民のごみ処

理等に関する知識向上を図 ります。

また、市ホームペ▼ジ上でも案内するとともに、

一部の内容について視聴できるようにし、利用者

の利便性を確保するとともに、広報いわくに等で

も当制度の PRを 行います。
ごみ減 量 等 資料

の展示

岩国環境 7ェ スタ等のイベン トにおいて、ごみ

減量ゃ リサイクル等に関する資料を作成 !暴示 し

PRす るとともに、他のイベン トヘの出展も検討
します。

また、適宜展示内容の、見直 しを図 り、より市民

に分か りやすい展示資料を作成 し、ごみ減量等に

対する理解度向上を図 ります。
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項  目 施  策

広報 。ホエムポー

ジから情報発信

広報いわくにや市ホームページに、ごみ減量や

リサイクル等に関する記事を掲載するとともに、

市民が知 りたい情報今よリアクセスしやす くなる

よう、
｀
「岩国市公式 LINEア カウン ト」などの S
NSで も情報発信を行います。

NPO法 人 エ コ

フ レンズい わ く

にの取り組み推進

岩国市 リサイクルプラザを拠点に、ごみ 。環境

問題に関する様々な啓発活動を行つている「NP
O法人エコフレンズいわくに」を支援 し、市民入

のごみ減量・ り坊イクル、環境問題に関する啓発

と取 り組みの実践を推進 していくとともに、市内

全地域の市民が利用できるための方法を検討 しま

す。

(活動内容)    .
リサイクル講座/広報 :調査研究/修理再生｀

展示販売/環境イベント開催/お もちゃの病院/
フードドライブヘの協力/他団体との連携

事 業 系 ごみ の減

量 に 関 す るパ ン

フレッ ト

事業系ごみの発生 。排鴫削減や リサイクルに積

極的に取 り組んでもらうことを目的に、パンフレ

ットを配布 します。

また、一定規模以上の小売店等には 「廃棄物管

理責任者の選任」及び 「廃棄物の減量等に関する

計画書」の届出・提出を義務付け、ごみ減量・資

源化の取 り組みを推進するとともに、排出量の多

い事業者に対 しては直接訪問し、 日標の達成に向

けた取 り組みへの協力を依頼 します。

2市 民 との協働

推進

ごみ減 量 等推進

協力員制度

地域におけるごみ排出の適正化 とごみ減量推進

のため、「ごみ減量等推進協力員」を登録 し、協力

員を対象にした施設見学会の実施や分別ルールに

関する資料の配布等により協力員の育成 を行い、

地域一体 となつたごみ減量等の取 り組みを推進 し

ますと

また、協力員向けマニュアルの内容を見直し、

地域における指導方法の統一を図ります。

3販 売事業者 と

の協力推進

スーパ エ マ ー ケ

ッ ト等 にお け る

減量活動

スーパーマーケ ット等の販売店に対 して容器包

装の自主回収・簡易包装の協力を依頼 し、ごみの

減量等を進めます。
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項  目 施  策

4助成制度 生 ごみ 処理機 器

購 入 補 助 金 交付

制度     !

生ごみ処理機器の購入費用補助制度によリー般

家庭へめ処理機器の普及を図るほか、利用実態を

調査 し、有効利用の方法等を公表 して更なる利用

促進を図 ります。

年間補助基数は 170!基 を目標 とし、市民への積

極的な広報活動 (広報いわくに・市ホームページ・

自治会での班回覧 。イベン トでの啓発、家電量販

店等へのチラシやポスターの設置)を行い、利用

者数増加 を図るとともに、利用者に対 してアンケ

エ トを行います。

5協議体制 の整

備

岩国市環境審議会

の開催

岩国市環境審議会に岩国市一般廃棄物処理基本

計画の進行管理指標の実績値を報告 し、意見を求

めます。

また、ごみ減量等に向けた施策展開等に関して、

審議会において調査・審議 し、実施計画等に反映

させます。

開催予定などの情報を発信 し、傍聴者数や開催

結果の閲覧者数を増加 させる方法を検討 します。

o経済的誘導施

策

指定ごみ袋制度

(ごみ処理手数料)

指定ピみ袋制度の意義や効果についての啓発 と

ごみ処理手数料等に関する調査・研究を行います。

ヤイバッグ持参運動

の縫

環境イベン ト等でマイバ ング配布や啓発 を行

い、令和 2年 7月 1日 に開始されたプラスチラク

製 レジ袋の完全有料義務化に伴 う国の取 り組みも

踏まえ、マイバング持参運動を継続して推進 しま

す。

②ごみのリサイクル

項  目 施  策

1分別収集の徹底 パ ン フ レッ ト類

の発行 、

分別方法等が記載 してある「ごみ収集カレンダ

エ」を作成 (外国籍住民用の外国語版を含む)し、

転入者も含めて配布を行い、分別徹底の啓発に努

めます。

ごみ減量やリサイクル等に関する啓発チラシの

作成 。配布も行い、市民の意識啓発を行います。

広報 DVDの 貸
し出し(再掲 )

「1市民 ,事業者意識の向上 (人づ くり)」 と同

様。         ｀
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項  目 施  策

2リサイクノ貶)J牲進 焼却余熱の利用 サンライズクリーンセンターでのごみの焼却余

熱を発電や、隣接する余熱利用施設 (ス パ・サン

ライズ)な どで利用 し、その内容を広 く市民に P

Rし ます b

焼 却灰 の 有 効利

用

ごみ焼却により発生する焼却灰をセメン ト原料

として有効利用 し、焼却灰の性状を維持するため

に市民の分別に対する意識向上を図 ります。

廃 棄 物 系バ イ オ

マスの利活用

サ ンライズク リー ンセ ンターの余熱発電によ

る、焼去口ごみに含 まれているバイオマスの利活用

が安定的に行えるよう、施設の適正な維持管理を

行います。

③食品ロス削減推進計画

12)ごみの適正処理の啓発 と推進

項  目 施  策

1食 品 ロス削減

対策

生ごみ削減のための

3キヅ鞭

食品ロスの削減 と水切 りによる生ごみの削減を

併せ、食材の使い切 り、料理の食べ切 り、生ごみ

の水切 りによる 「3キ リ運動」の啓発並びに取 り

組みの実践を、広報いわくに・市本=ム
ページや

イベン ト等で推進 します。

事業系食品ロス

の削減

食品ロス量の うち約 5割 を占める事業系食品ロ

ス削減のため広報活動を実施 し、地域の活動 と連

携を進めますも

項  目 施  策

1収集・運 |ん鷺計

画

市 民 サ ー ビス の

維持 。向上

高齢者等のごみ出しの支援として、世帯員自ら

が決められたごみ集積場所まで家庭ごみを持ち出

すことが困難な世帯のごみの戸別収集、小型家電

及びパソコンを宅配便で回収する制度を継続 しま

す。

収集・運搬体制の

充実

収集 。運搬状況を確認検討 し、体制の充実を図

ります。また、荒天時のごみの出 し方を 「ごみ収

集カ レンダー」に掲載 し、安全確保に努めます。
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項  目 施  策

ごみ収集 運 搬 業

の許可

ごみの収集運 1几ヽ に関する許可は、ごみの排出状

況 と現存する許可業者の収集運搬状況を勘案 して

行 うものとしてお り、本市で処分することが困難

なごみを限定的に収集運 l般する場合を除き、新た

な許可は行わないものとします。

事 業 系 ごみ搬 入

指導

事業者に対 して、自らによる再利用や再資源化

を行 うなどごみの発生・排出削減を指導 します。

2中 間処理計画 サ ン ライ ズ ク リ

ー ンセ ン ター の

運営管理

知識 と経験を有する民間事業者に委託すること

により、施設の機能を最大限に活用できる運営管

理を行います。

資源 化 処理 施 設

の検討

稼動開始から 27年経過 していることか ら、適切

かつ財政負担の軽減が図れるような施設整備方針

を検討 します。

3最終処分計画 最 終処 分場 の活

用 と適正管理

既設処分場について、残余容量や処分状況か ら、

早期に終了 し跡地利用を 目指す施設、継続 して埋

立てを行 う施設等、施設ごとの方針に基づき適正

に維持管理を行います。 '
また、廃止 した最終処分場は、災害廃棄物の仮

置歩 としての活用を検討 します。

最 終処 分 場 の延

命化 (不燃物残湾

の焼却処理 )

埋立処分 していた不燃物残澄の うち焼却可能な

残澄 をサ ンライズク リー ンセンターで焼却処理

し、最終処分量を削減 します。

4そ の他の計画 在 宅 医療 廃 棄 物

対策

市民サービスの向上を図るため、在宅医療廃棄

物の うち、感染性がなく、かっ鋭利でないチュー

ブやバ ッグ類などを 〔焼却 ごみ〕に出せ ることに

ついて 「ごみ収集カレンダー」に掲載 し、適正処

理についての啓発を継続 します。

災害ごみ姑策 「岩国地域災害廃棄物処理計画」を本市ホーム

ページ等に掲載 し、市民への周知を図 ります。ま

た、災害廃棄物の処理方法を「ごみ収集カレング

ー」に掲載 し、平時か らの市民意識の向上を図 り

ます。            |

◎重点施策について

① 乗境教育の充実 (出前講座 )
「岩国市地球温暖化対策地域協議会」や 「地球温暖化防止を考える会」等の市

民団体と連携 し、講座メニューの充実化を図り、学校や自治会等に対しての案内

を行 うとともに環境イベントや広報いわくに 。市ホームページ等で PRを 行い、
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参加者の増加を図 りますも

また、アンケ■ 卜調査において高い評価 をいただいているごみ処理施設見学や

職場体験の内容を講座に反映 させていくものとします。

② 生ごみ削減のための 3キ リ運動推進
焼却余熱の有効利用のため啓発 していた生ごみの水切 りに、食品ロス削減の取

り組みである食品の使い切 り、料理の食べ切 りを加えた「3キ ヅ運動」について

の広報活動を実施するとともに、「ごみ収集カレンダー」や広報いわくに 。ホ=ム
ページ等で具体的な取組事例を紹介 し、家庭や事業所等での実践を啓発 します。

③ 事業系食品ロスの削減
食品ロス量のうち約 5割 を占める事業系食品ロス削減のため、食品関連事業者等

人の情報提供や地域の活動と連携を進めます。また、フー ドバンク活動との連携や

災害用備蓄食料の有効活用を行ぃます。

④ 資源化処理施設の検討
老朽化 した資源化処理施設 「岩国市リサイクルプラザ」についての長寿命化や更

新等について検討 します。また、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法

律」の施行に伴 う、製品プラスチックの資源化の適用にういても検討します。

儒)環 境美化の推進

(4)施策展開

市民や事業者の意識向上、取 り組みを実践 しやすい環境を整えるため、岩国市一般

廃棄物処理基本計画の施策スケジュールに沿つて施策を展開します。

2 固形状一般廃棄物の種類及び分別の区分                   、

7                                    
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項  目 施  策

環境美化の推進 思 いや りの あ る

行動の促進

環境美化に関する情報提供を行 うとともに、乗

境美化活動において顕著な功労があつた市民また

は団体に対 し、感謝状を贈呈 し公表 していますと

また、市ホームページ等において環境美化活動

の情報提供等を行い、市民 。事業者の理解を深め

るための支援を行います。

不法投棄対策 不法投棄防止に関する啓発パンフレッ トの配布

や看板の設置、広報いわくに・市ホームポージ等

での啓発を行 うなど、ごみを捨てにくい環境を作

ります。        イ

また、定期的なパ トロールを継続するとともに、

市民や各地区の環境衛生団体(警察等関係機関と

連携 して、不法投棄の防止を図 ります。



次に掲げる全 20種類の分別収集を行います。なお、リサイクル対象品は、③から⑩ま

で とします (一部変則地域あり)。

※ 資源品⑬～⑩‥‥‥…… 8種類にそれぞれ分別 し、中身の見えるビニール袋に入れた
り、専用紙ひもでしばるなどして収集場所に出します。

※ 処理困難ごみ⑦～⑩……4種類にそれぞれ分別 し、中身の見えるビニール袋等に入れ
て、〔陶磁器及びガラス類〕・〔プラスチック類〕・〔金属類及び

破砕ごみ〕・〔びん類〕・〔かん類〕の、収集 日に収集場所の端に

出します。
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排出者別 種  類 収集方法 収集主体

家庭系

ごみ

収

集

① 焼却ごみ
② 陶磁器及びガラス類
③ プラネチック類
④ 金属類及び破砕ごみ
⑤ びん類
⑥ かん類

指定ごみ袋に

よる定点収集

市 (直営
j委託収集 )

市の許可業者に委託

して搬入

処理困難ごみ

⑦ 電池類 (乾電池 。ボタン電池・コ
イン電池・充電式電池 )

③ 蛍光管及び水銀式体温計
⑨ ボンベ・スプレー缶・ライター類
⑩  ビデオテープ・カセットテ●プ
類       |,

ビニール袋等

① ペットボトル (拠点回収 ) 市 (直営・委託収集)

回収協力店による自主回収

⑫ 食品トレー 回収脇力店による自主回収

資源品

⑬ 新聞紙類
⑭ 雑がみ (雑誌)類
⑮ 紙パック
④ 段ボール
⑪ 布 (衣 )類
⑬ アルミ缶
⑩ 電源コー ド類及び充電池内蔵
小型家電

⑩ 廃食用油

専用紙ひもk

ビニール袋等

市 (直営・委託収集)

市の許可業者に委託

して搬入

ポ リ容器

粗大ごみ 市 (委託収集)

直接搬入 ごみ (一時多量ごみ等 ) 市民自らが直接搬入

事業系

ごみ

許可業者搬入 ごみ 事業者が市の許可業

者に委託して搬入

直接搬入 ごみ 事業者 自らが直接

搬入



3 処理体系

別表のとお り。

4 収集計画  ヽ         |
収集は、市 (直営又は委託業者)及 び許可業者により、市長が別に定める「固形状一

般廃棄物収集計画表」に従い、実施します。

5 施設概要                !
(1)焼却施設

サンライズクリーンセンター

所在地 岩国市 日の出町 2番 75号
処理方式 連続燃焼式ス トーカ炉
処理能力 160t/日 (80t/24h× 2炉 )
処理対象ごみ  〔焼却ごみ〕、〔可燃性粗大ごみ〕

121 資源化処理施設

岩国市 リサイクルプラザ

所在地 ,岩国市平田二丁 目 12番 30号

処理能力 61,lt/日                    |
処理対象ごみ 〔陶磁器及びガラス類〕、〔プラスチック類〕、〔金属類及び破砕 ごみ〕、

〔びん類〕、〔かん類〕、〔処理困難 ごみ〕、〔不燃性粗大ごみ〕、

〔ペ ットボ トル】

ア 処理方式及び処理能力
(ア)び ん類 手選別｀ 自動色選別 (透 明、茶又はその他) 9t/日
(イ)か ん類 手選別→磁力選別→アル ミ選別→圧縮成型  6t/日
(ウ)プ ラスチ ック類 破袋→風力選別→手選別→磁力選別→圧縮 こん包

18.lt/日

(■)不 燃 C粗大 石皮砕→風力選別→磁力選別→アル ミ選別ち不燃・可燃物選別
26t/日

(オ)ペ ッ トボ トル 圧縮 こん包  2t/日
イ 資源化の方法
(ア)び ん類、プラスチック類及びペ ッ トボ トル  「容器包装に係る分別収集及
び再商品化の促進等に関する法律 (平成 7年法律第 H2号 )」 イこ基づ く再商
品化            `

(イ)か ん類、金属類 独 自ルー トによる再商品化  1
ウ 処理残澄の処理 埋立て、焼却   、

9



俗)中 継施設
岩国市本郷ごみ処理場

所在地 岩国市本郷町波野 9ら 1番地
処違対象ごみ 全分別品目
ア 錦 :美川・美和・本郷地域の焼却ごみのサンライズクリーンセンター搬入ま
での中継施設 !

イ 錦・美川・美和・本郷地域の資源化 ごみ、埋立てごみσ)岩国市 リサイクルプ
ラザ搬入までの中継施設

に)― 最終処分場
① 岩国市日の出町最終処分場
所在地 岩国市 日の出町 2番 70号
埋立容量 100,500ゴ

埋立面積 19,000ピ

埋立方式 準好気性埋立構造・セル方式 I

浸出水処理能力 70だ /日

浸出水処理方法 生物処理→凝集沈殿処理→活性炭吸着→消毒
処理対象ごみ 焼却異物、選別残澄、〔陶磁器及びガラス類〕

② 岩国市玖珂不燃物処理場 (埋立終了 )
所在地 岩国市玖珂町 1974番地
埋立容量 9,305だ

埋立面積  1,924ピ

埋立方式 サン ドイ ッチ方式
浸出水処理能力 17.2だ /日

浸出水処理方法 沈殿ろ過方式
処理対象ごみ  〔陶磁器及びガラス類 (安定物のみ )〕

③ 岩国市周東埋立処分場
所在地 岩国市周東町三瀬川 1781番地
埋立容量 20,400ポ

埋立面積 4,700だ

埋立方式 サン ドイ ッチ方式
浸出水処理能力 29♂ /日

浸出水処理方法 沈殿及び散水ろ床方式
処理紺象ごみ  〔陶磁器及びガラス類 (安定物のみ )〕
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第 3章 生活排水処理計画
本計画では、第 2次岩国市一般廃棄物処理基本計画に掲げる 2つの基本理念 ①生活排

水処理の推進 ②市民・事業者・行政の協働による取り組みの推進 のもと、(1)生活排水処

理の推進 (2)し 尿・浄化槽汚泥の適正処理推進 を基本方針とし、日標とする姿『地域資源

を賢く使い、持続可能で快適に暮らせるまち』の実現を目指します。

1 目標達成に向けての具体的な施策
(1)生活排水処理の推進

項  目 施  策

1生活排水処理

施設整備

公共下水道整備

推進

事業計画に基づき、二文字処理区、尾津処理

区、由宇処理区、周南処理区の 4処理区にうい

て、国土交通省の交付金を活用し継続して整備を

行います。

加えて、川下地区 (尾津処理区)では防衛省の

補助金を活用 し、更に岩国地区 (一文字処理区)

では、内閣府の交付金を活用して整備を進めま

す。   |
農業集落排水 整備済の地区において、施設の利用促進を図る i

とともに適切な維持管理を行い、水環境の保全に

努めます。:

浄化槽の整備推

進

公共下水道・農業集落排水の処理区以外の地域

で、合併処理浄化槽の設置に対する補助金交付制

度等により、年間 160基の設置整備を進めますを

また、単独処理浄化槽や くみ取 り便槽の撤去等ヘ

の上乗せ補助を行 うなど、単独処理浄化槽から合

併処理浄化槽べの切 り替えを促進 します。

2生活JF水の適

正処理推進

家庭での取 り組

み推進

下水道の 日に合わせて、パンフレッ ト配布やポ

スター掲示を行い、ティッシュペーパーなどの不

溶物を下水道へ流 さない等の啓発に努めます。

水洗化の普及・

啓発

広報いわくに・市ホエムページ等を通 して水洗

化の普及を広 く呼びかけます。また、マンホール

カー ドを活用 して下水道八の関心を高めてもらえ

るよう、啓発に努めます。

下水道週間にあわせて、岩国南せせ らぎセンタ

ーを一般開放 し、施設見学を受け入れます。

浄化槽の適正管

理

岩国環境フェスタ、広報いわくに 。市ホームペー

ジ等での周知を図 り、清掃業者や保守点検業者に

市民への啓発を依頼するなど、情報提供の機会を

増や していきます。

11



12)し尿・浄化槽汚泥の適正処理推進

項  目 施  策

1排出抑制の推進 浄化槽に関する

知識の向上

岩国環境フェスタ、広報いわくに 。市ホエムペー

ジ等で市民 (管理者)に情報提供を行い、浄化槽

に関する知識の向上を図 ります。

浄化槽清掃業者

の指導

浄化槽の清掃業者に対 して、清掃及び汚泥の引

き抜きを法に基づき適正に行 うよう指導 します。

?収集・運搬計

画

処理の集約化に

伴 う収集 。運搬

の効率化

錦・美川・美和・本郷地域のし尿及び浄化槽汚

泥の効率的な中継運搬を行 うため、岩国市本郷ご

み処理場内に整備 した二時貯留施設の維持管理を

行います。

収集・運搬体制

の維持 (許可業

者指導 )

現在の許可業者による、 し尿及
:び
浄化槽汚泥の

収集運搬体制を維持 します。

量的、質的に安定 した収集運搬が行えるよう指

導 します。
|

し尿収集運搬業

の許可

安定かつ継続 した収集運搬を行わせ るため、新

たな許可は行わないものとします。

3中 間処理計画
。最終処分計画

みすみクリーン

センタ▼による

集約処理

岩国 。錦・美

'II・

美和・本郷地域のし尿及び浄化

槽汚泥のみすみクリーンセンターでの集約処理に

ついて、安定した処理が出来るよう、施設の維持管

理を行いますと

由宇・周東・玖珂地域のし尿及び浄化槽汚泥は周

東環境衛生組合 衛生センターで処理を行います。

汚泥等の集約処

理

みすみクリーンセンターで発生 した汚泥等につ

いて、サンライズクリーンセンターで集約処理 し、

焼却灰 をセメン ト原料 として有効利用 します。

4有効利用の促進 汚泥等の有効利

用

みすみクリーンセンターから発生する汚泥等

は、サンライズクリーンセンターで焼却処理 し、

焼却灰をセメン ト原料化しで有効利用を図りま.

す。周東乗境衛生組合 衛生センタ‐から発生す
る汚泥は、民間委託によるたい肥化により有効利

用を図ります。 ′

5そ の他の計画 災害廃棄物対策 「岩国地域災害廃棄物処理計画」を本市ホーム

ページ等に掲載 し、市民への周知を図 ります。ま

た、平時からの市民意識向上のため、災害廃棄物の

処理方法等の情報発信に努めます。
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◎重点施策について

処理の集約化に伴 う収集・運搬の効率化

引き続き玖北地域の し尿・浄化槽汚泥を本郷 ごみ処理場の一時貯留設備を活用 して

収集運搬の効率化を図 ります。

131 施策展開

市民や事業者の意識向上、取 り組みを実践 しやすい環境を整えるため、「岩国市一般廃

棄物処理基本計画」のスケジュールに沿つて施策を展開します。

2 液状一般廃棄物の種類
(1)し尿

閉 浄化槽汚泥

3 収集計画
収集は、市長が別に定める「液状一般廃棄物収集計画表」に従い、実施 します。

(1)し 尿 許可業者により、おおむね月 1回実施 します。
121 浄化槽汚泥 許可業者により、随時実施します。

4 施設概要
(1)し尿処理施設

① 岩国市みすみクリーンセンタエ

所在地 岩国市三角町三丁目2番 7号
処理方式 標準脱窒素処理方式十高度処理 .

処理能力 158k1/日 (し尿 1518k1/日  浄化槽汚泥 142.2k1/日 )

② 周東環境衛生組合 衛生センタと

所在地 柳井市神代 2805番 地 1
処理方式 標準脱窒素処理方式十高度処理
処理能力 131k1/日 (し尿 26k1/日  浄化槽汚泥 105k1/日 )
設置者 周東環境衛生組合
組合構成市町 柳井市 田布施町 平生町 上関町 岩国市

12)中 継施設

岩国市本郷 ごみ処理場

所在地 岩国市本郷町波野 951番地
保管容量 40だ                   、

錦・美川・美和・本郷地域の し尿・浄化槽汚泥のみすみ クリーンセンタ~搬入ま

での一時貯留施設

13



第 4章 計画の進行管理

本計画に記載 した施策及び事業を着実に実施・推進するため、取 り組みの状況や 日標値

の達成状況などを、市ホームページ等で公表 します。
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別表 ごみ処理体系 毎週2回の指定日 可燃性指定ご

陶磁器及びガラス類 4週間に1回の指定日 サンライズクリーンセンター

日

不燃性指定ご

金属類及び破砕ごみ
日常生活から定期的に
出されるもの

4週間に1回 日

自己搬入
または許可業者
(袋の指定なし) 岩国市リサイク

かん類

4週間に1回の指定日 資源品定点回収
中身の見えるビニール袋等
または専用紙ひも

家庭系 処理困難ごみ 中身の見えるビニール袋
または内容物を明示 日の出

周東埋立処分場

己搬入
随時排出されるもの

日

一時多量ごみ
(引越し,庭木の剪
定・日用大二等)

自己搬入または許可業者

小動物の死体

資源品

ペットボトル

食品トレー トレーメーカー

一
般
廃
薬
物

メーカーの指示に従って処理 パンコンメーカー

′くソコン

使用済小型家電回収ボックス

使用済小型家電回収ボックス

コンタクトレンズ空ケース 回収ボックス、回収ボトル HOYA餘アイクアカンパニエ

自己搬入 指定引取場所 家電メーカー

許可業者

イクルショ

再利用可能なもの

譲渡その他

自己処理するもの

自己搬入または許可業者

クルショップ

の再利

譲渡その他

自己処理するもの 15



令 和 8年 度 固 形 状 一 般 廃 棄 物 収 集 計 画 表 ml)

醗 焼却ごみ 陶磁器及びガラス類 プラスチック類 金属類及び破砕ごみ びおッ類 かスッ類 資源品 ヾットホ
゛
トル 粗大ごみ

高齢者等の

ごみ出し支援事業

直  営

師木野 (六呂師、日十木l

小瀬の一部 (丸田・持

ヶ峠、柏山、矢細工l

師木野 (六呂師、H十木l

小瀬の一部 (丸田、持

ヶ峠、柏山、矢細工l、

北河内の一部 (荒瀬

∩

師木野 (六呂師、日十木l

小瀬の一部 (丸田、持

ヶ峠、柏山、矢細工l、

北河内の一部 (荒瀬

谷)

師木野 (六呂師、口十木l

小瀬の一部 (丸田、持

ヶ峠、柏山、矢細工l、

北河内の一部 (荒瀬

御

師木野の一部 (六呂

師・叶木)、 小瀬の下

部 (丸田、持ヶ峠、柏

山、矢細工l、 】帥

の一部 俄翻貶3)

師木野の一部 (六昌

師・叶木)、 小瀬の一

部 (丸田、持ヶK柏
山く矢細工l、 ゴヒ河内

の一部 俄翻髯争)

岩国地域 (紙パック・

布類・廃食用油・電源
コー ド類及び充電池

内蔵 よヽ型家電のみ)、

川下・錦見 (軽 コー

ス)、 小瀬 (九田、持ヶ

峠、柏山、矢細工l、

北河内の一部 (荒瀬

谷)の全品目

岩国地域 岩国地域

委

託

lttl森下清掃舎

麻里布町二・四・五・

七丁目の一部、東地

区、立石町、砂山町、

室の木咀 北河内 (荒

瀬谷を除く)、 門前町

一丁目の一部・二丁目

の一部・三・四・五丁

目、尾津町、川下地区、

南岩国町二丁目の一

部

東地区、立石町、砂山

町、室の本吼 今津町、

装港地区(刈瀬の一部

l丸田、持ヶ‖く 柏山、

矢細工を除く)、 藤河、

前 内(耳側 内 卿

谷を除く)、 愛宕地区

(牛野谷町を含むl、 南

岩国町一丁目の一部・

二丁目の一部、川下地

区、横山、川西、平田

二・三・六丁目

錦見、川口町、三笠町、

元町四丁目の一部、昭

和町一丁目の一部・三

丁目のす部・三丁目の

一部、桂咀 飯田咀

触 、榊 、姉 吼

砂山町(室の木町、装
港地区、小瀬の一部

(丸田、持ヶ峠、柏山、

矢細工を除く)、 楠町

三丁目の一部 (軽コー

ス)、 中津町一丁目の

一部・二・三丁目、車

町、川下町、旭町、南

岩国町二丁目の一部

元町―・二・三丁目・

四丁目の一部、昭和町

一丁目の一部・二丁目

の一部・三丁目の一

部、立石咀 砂山咀

室の本町、装港地区、

小瀬の一部 (丸田、持

ヶ峠、柏山、矢細工を

除く)、 愛宕地区(牛野

谷町を含む)、 南岩国

町、川下地区、平田―・

四・五丁目、灘町、海

土路町、藤生町―・三

丁目の一部

麻里布町一丁目の一

部 。二丁目の一部・三

丁目の一部・四丁目の
二
部・五丁目の一部・

六丁目の一部・七丁目

の一部、門前町三丁目

の一部・四・五丁自、

尾津町三。四・五丁目、

川下地区、灘町、南岩

国町一丁目の一部・二

丁目の一部 。三・五丁

目の一部、平田地区、

藤生町二丁目の一部

川口町(三笠咀 元町
=丁目の一部、 。四丁
目の一部、立石吼 砂

山町一丁目、室の木町

一。四丁目、装港地欧

小瀬の一部 (丸田、持

ヶ峠、柏山、矢細工を

除く)、 中津町三丁目、

車町二丁目の一部 (軽
コース)・ 三丁目、川

下町三丁目、旭咀 )||

西、平田一丁目の一部

岩国地域

新聞(

撤

段ボール、

アルミ缶

穂

麻肇相咀楠Щ 横山、

装東町、中津町、川西、

細 、軸 、′l瀬、

川下吼 牛野谷は P日

前町、旭町、尾津町、

珈

南岩国町一丁目の一

部・二丁目の一部

lttl横田清掃舎

岩国、錦見、今津町、

藤河、南河内、門前町

一丁目の一部・二丁目

の一部、愛宕町、牛野

谷町、通津の一部、平

田一丁目の一部 (ガー

デンシティ)・ 二・三

丁目の一部 。四・五丁

目、南岩国町一丁目・

二丁目の一部・三。四。

五丁目、灘地区

麻里布町、岩国、錦見(

御庄、柱野、山手町、

通津、平田―・匹l・ 五

丁日、灘地区、南岩国

町二丁目の一部 。二丁

目の一部・三・四・五

丁目

岩国、今津町、門前町

一丁目の一部 。二丁目

の一部・三丁目の‐

部 。四・五丁目、尾津

町一丁目の一部 。二丁

目の一部 。三・四・五

丁目、愛宕町、楠町一・

二丁目・三丁目の一

部、中津町一丁目の一

部、牛野谷町、灘町、

海土路町一。三丁目の

一部、南岩国町一。三

丁目の一部 。三・四・

五丁目、藤生町―・二・

三丁目の一部・四・五

丁目、黒磯町、青木町

―・二・三丁目の二部・

四丁目

麻里布町、岩国、錦見、

川口町(三笠町(元町
四丁目の一部、昭和町

下丁目の一部・二丁目

の一部・三丁目の一

部、桂咀 飯田Щ 今

津町、山手置丁

麻里布町一丁目の一

部・三丁目の一部・三

丁目の一部・四丁目の

一部・五丁目の下部・

六丁目の一部・七丁目

の一部、岩国、錦見、

御庄、師木野 (六呂師・

叶木を除く)、 立石町、

砂山町(室の木町(今
削 、山判 、剣 勤

区、小瀬の一部 (九田、

持ヶ味 柏山、矢細工

を除く)、 藤河の一部、

門前町一丁目の下部・

二丁目・三丁目の一

部、愛宕町、海土路町

―・三丁目、南岩国町

四 !五丁目の一部、藤

生町一丁目の一部・

三。三丁目・四・五丁

目、黒陵町二・三丁目、

青木町二丁目の一部 。

四丁目

岩国、錦見、砂山町二

丁目、室の木町二・三・

五丁目、今津町、門前

町二丁目の一部 。二丁

目の一部、楠町(中津
町―・二丁目、車町―・

二丁目の
二
部、川下町

―・二丁目、牛野谷町、

平田一丁 目の一部・

二・三・四・五・六丁

目、

岩国地域

新聞、

細 、

段ボーノk
アルミ缶

布類

岩国、藤河、錦見、御

庄、柱野、南河内、北

河内、立石咀 砂山咀

室の木町、今津町、山

手田丁



爛西部ビルメ

ン

麻里布町二・三・六・

七丁目の一部、御庄、

柱野、山手町、通津の

一部、平田三丁目の一

部・六丁目、南岩国町

二丁目の二部

通津、平田二丁目の一

部・三丁目の一部・四・

五丁目の‐部

通津、藤勾町二・三丁

目の一部・匹l・五丁目、

黒磯町、青木町〔保津

町

東地区、尾沖町二丁目

の一部、南岩国町一丁

目の一部 上二丁目の二

部、横山、川西、牛野

谷町、通津、黒磯町一

丁目、青木町―・二丁

目の一部・三丁目、保

削

麻≧和咀 山手町、横

山、通津、灘町、海土

路町、南岩国町一丁目

の一部′。二丁目の一

部・三・四、藤生町、

黒磯町(青木町(保津
町

岩国地域

新 F耳弓、

撤 、

段ボ‐ル、

アルミ缶

穂

川日「吹平田、藤生町、

=笠町、灘町、黒磯町、
元吼 海土路吼 青木

咀 脚 、町 日咀

桂町、飯田吼 通津、

南岩国町一丁目の一

部・三丁目の一部・三・

四・五丁目

l有)清 流 産 業

装港地区、刈ヽ瀬の一部

(九田、持ヶ憔 柏山、

矢細工を除く)、 横山、

川西、平田二丁目の一

部

麻里布町、元町―・三・

三・四丁目の一部、昭

和町一丁目の一部・二

丁目の一部 ,三丁目の

部 、山莉 、脚 、

前 内、1側内 帥
谷を除く)、 門前町一

丁目の‐部・三丁目の
二部・=丁目の一部、
尾津町一丁目の一部・

二丁目の一部、南岩国

町二丁目の一部、横

山、川西、平田一丁目

の一部・三・三・五丁

目の一部・六丁目、南

岩国町二丁目の
二
部、

海土路町二丁目の一

部、藤生町三丁目の一

部、青木町三丁目の一

部、保津町‐・三丁目

御庄、柱野、藤河、南

舶 、耳団 内 鱒

を除く)、 横山、:サ II西、

平田二・三・六丁目、

南岩国町二丁目(トー

ヨド団測り

廟 、納 内、lm内
(荒瀬谷を除く)、 尾

津町―・二丁目の一

部、門前町一丁目の一

部・三丁目の一部

元町―・二・三丁目の

一部・四丁目の一部、

昭不日咀 桂吼 飯田町

二丁目、御庄、師木野

_(六呂師・叶木を除

く)、 藤河、
ノ
南河内、

北河内 (荒瀬谷を除

く)、 門前町一丁目の

一部・三丁目の一部・

三・四・五丁目、尾津

町(愛宕町(南岩国町
一丁目の一部・三丁目

の割

岩国地域

新聞、

撤 、

段ボーノ吹

アルミ缶

布類

計  可

,般許可 17業者 (許可区域 岩国醐 口毎日清掃舎、陶岩国コレクトサービス、爛ガンシン、岩国衛生鯛、爛大草産業、同錦衛生舎、l材,山陽商会、硼西部Dレメン、信和産業、同日夢日産業、
爛クロカワ、サマンサジャパン帥、いアイン、間金山商店、榎本産業仰、伺清流産業、山口県東部森林組合

※ l柱島三島のごみ収集、運搬は、地元に委託



令 和 8年 度 固 形 状 一 般 廃 棄 物 収 集 計 画 表 m2)

醗 焼却ごみ 陶磁器及びガラス類 プラスチック類 蜘 ごみ びん類 かん類 蝕 品 ペットボトル 粗大ごみ
高齢者等の

ごみ出し莞援事業

直営

委

託

lttl由宇衛生社 由宇町 由宇町 由宇町 由宇町 由宇町

酬坊野興業 由宇町 由宇町 由宇町 由宇町 由宇町

lttl兼年工業

卿

固地。初♭#田上・υ隣

田中・初l井Ⅲ二日下。大田・

台嚇詐 1距期陛・瀬

田上・瀬¶て。有延・久

門給1区・久門給2区・

同訃寸頭。本唖 L・本

町卜馴邑・弟市 1区・

新市2区・紳「ヒ・茅卿丁

→   、

卿

動 ・卿 ・鵬

田申・柳畔田下。大田・

台琳詐 1賑封睡・瀬

吐 ・瀬 下輸 廷・久

門給1区 !久門給2区・

風3市頭・亦虹 L・本
田下 。駅通・茅市 1区・

締 2区・弟向上。新町

→

勃酬

e開いフ隣田ナ_・イジ隣

田中・柳用田下・大田・

台琳詐 1臨封睡・瀬

田ヒ。瀾珂て・ラ自廷工・久

門給1区・久門給2区 :

風〕市頭・本虹 L。本

田下・駅邑・新市1区。

新市2区・茅川上・茅川

→

功則

幽
・
雌

・
鵬

田中!柳舛田下。大田・

台嚇詐 1賑封睡・瀬

巴上・瀬珊F。有延・久

門給1区・久門給2区・

耐]寸頭・オヾH丁上。本
町下幻睡婦市 1区。

新市2区・茅烈丁上。新臣

→   
｀

卿

C予[也・υ隣田上。初咋

田中・税岬下 。大田・

台街詐 1昨期睡・瀬

吐 ・瀾 下,右廷正・久

門給1区・郷聡 2区・

同}寸頭・ハ虹 L・本
町下瑚通鞠市 1区・

新市2区・弟悧止・茉ヴ脚丁

→

卿

鶴地つ隣田上・4'隣

田中・υ隣田F。大田・

台嚇詐 1際対離・瀬

田上・瀬珂て。有延・久

門給1区・烈門給2区・

同〕市頭・亦tH丁上。本

町下幻通鞠市と区・

新市2区・却丁上・莉臣

→

卿

幽 ・噸 ・鵬

田中。υ隣田F。大田・

台琳詐 |[醐 l尼_佳・瀬

田上・瀬¶て孝延。久

門給1区・郷輪 2区・

耐〕市頭・オu丁上。本
田下・駅邑・翔市1区・

新市2区・新町上・親町

→

玖IHl町

幽 ・雌 ・イジ隣

田中。4'リキ田ド・大田・

台琳詐 1距期睡・瀬

吐 !脚下・純 ・久
門給1区・久門給2区・

同}帝頭・本田丁上。本
町卜駅邑・弟市 1区・

縮

2区・寿刑吐場脚→

卿

鶴地初隣田上珀隣

田中・初隣田ド・大田・

台琳詐 1路封睡・瀬

巴L・瀬H下・葡廷・久

門給1区・久門給2区・

耐〕芹頭。本珊丁上。本

町下幻嘔鞠市1区・

締

2区・新旺L・期町⊃

lttlヤマト

卿

膝 ・硲 ・朔 ・

櫻予口。和フⅥ也・果予匡l

上。期 下1区・野「l下

2区・阿山上。巨叫 ・

同期ヒ・千束・酎日・谷

津上。谷鋼ド1区・ぞ津

下2区・鞍勝・ b嗣ヒ・

卸

卿

膝 ・硲 ・朗 ・

狸予口。瀬フサ也・里予口

上・里予El下1区・妥許l下

2区。巨帆 ・卜崎 。

岡切ヒ・千束・酎日・谷

津上・舎靭ぐ1区路津

下2区粥掛・J叶北・

[丁南

期

膝 i硲・朗 ・
蝉予
「
・拒フ靴也・望予口

上。蜘 下1区 '知下
2区・卜帆 ・卜H∫山下・

岡珂ヒ・イ束・難日・谷

津上・谷割ド1区裕津

下2区・機J ・ヽh初ヒ・
[丁南

期

膝 i硲・朗 ・
弾予口。輌フⅥ也・妥予口

上・蜘 下1区・蜘 下

2区・阿山上。阿山市・

同期ヒ・千束・Ell∃・谷

津 L・舎靭ギ1区準津

下2区・鞍隣・由桐ヒ・

L∫南

期

酪 ・硲 ,朔 。

柳 ・剛 。嬰洋 l

上・里詐l下1区・蜘 下

2区・卜吼止。円吼下・

岡朗ヒ・疎・F‐ lヨ・谷

津と 舎朝て1区・熔津

下2区・鞍掛・卸 ヒ・

帥

卿

膝 ・硲 ・朔 ・

岬予口・神フV也・堅予「
l

上。里予口下1区・噺

2区・卜帆 ・卜叫 ・

岡切ヒ・千束・酢日`谷

津L・奮靭ギ1区綿津

下2区幻掛・」断北・

帥

期

膝 ・硲 ・鰯 ・

ヰ塁予口・輌フⅥ也・堅詐l

上・里詐l下1区・畢予口下

2区・卜吼止・卜吼下・

岡切ヒ・f束・酎日・谷

津上。谷朝 1ヾ区第津

下2区・機卦・J鯖北・

卸

卿

卿

膝 ・硲 ・鰯 。

騨予日・拒フ寸也・里Il

上。里予口下1区・ユ詢下

2区・阿山上。F岬・
阿期ヒ・帝煮・齢日・谷

津上・容滓下1区・谷岸

下2区ご朝引ヽ。ね初ヒ̀

帥

卿

膝 ・硲 ・鰯 ・

響予匡l・挙可本引幽・星酌コ

上・堅謹l下1区。里予口下

2区 :卜叩止・卜単下・

岡Jヒ。わ静酎日・谷

津L・谷斬(1区蜂津

下2区鵡掛・J叶北・

帥

鵬 周東町 周東町

建物美研lttl 周東町 周東町

仰利 II組 周東町 周東町

小林商店 周東町 周東町 周東町 周東町

仰シーパーツ 周東町

lttlク リーンホーム 錦咀 詞 |1咀 美不口町 錦咀 美川吼 美不日町 錦Щ 寿 |1咀 美下日町 錦咀 詢 II咀 美和町 錦咀 寿 II咀 美和町 錦吼 美川Щ 美不日町
錦咀 剣 |1町

封 吐 剃 町
錦咀 羹 IIЩ 美和町

錦咀 剣 II町

う亀不HIR本ジ島l'日丁

触 剣 |1町

美不は 本郷町

l抑り ,家 美和町 美和町 美和町 美和町 美和町 美和町 美和町

(同)棚 本郷町 本郷町 柳 本郷町 本郷町 本郷町 本郷町

許  可

下般許可

○由宇町

○周東町

5業者 (許可区域 由第四朔
17業者 G午可区域 周東翅吻

酬坊野興業、lttl由宇衛生社、lttlメ ディカルダスト、酬由宇建材、爛森野組

l抑石)ll組、建物美酬宙、l抑キタバタ、爛坊野興業、日栄年工業、lttl昭和産業、lttlメ ディカルダスト、光井興産的、い西部Dレメン、

lttlク リーンサポートヒラタ、間松永、酬中村組、lttlヤマト、nあらい環境サービス、山口県東部森林組合、奥林造目、信和産業
lttl来年工業、肺 lll組、偶聡永、l材,中村組、山目的 、l初

'田

村土木、lttl昭和産業、lttlメ ディカルダスト、信和産業、爛四部Dレメン、

爛坊野興業、同ヤマト

爛山陽商会、lttl平田工務店、脚にしき、西日本高速道路メンテナ泳中国脚、間クリーンホーム、山口県東都森林組合

野原建設酬く的クリーンホーム、山口県束部森林組合

l抑山陽商会、山口県東部建設副産物協同組合、光井興闊間、lttl平田工務店、同クリーンホーム、山口県東都森林組合

lttlク リーンホーム、山口県東部森林組合

○玖珂町  12業者 (許可区域 夢副醐

○錦 町
○美)II町

○美和町

○本郷町

6業者 G午可区域 錦 麹吻
3業者 ∈午可区域 美サII剛吻
6業者 G午可区域 美和ナ也加或l
2業者 徹可区域 潮 婉



令 和 8年 度 液 状 一般廃 棄物収集 計画表

区
分

業者名 生し尿
前 踏

(汚泥・清掃)

委
託

nトキワ衛生社

(目三言舌82-2266)
周東町、玖珂町

許
可

岩国衛角脚

(目霊言舌43-1201)

岩国三・四・五丁目(錦見一～四・七・人丁目、川西、

今津町一～四・六丁目、山手町く室の木町、砂山町、立石吼

麻里布岡丁―丁目1番 1号、麻里布町二丁目10番 46,47・ 74号、

川口町、三笠町(元町、昭和町く飯田町、桂町、日の出吼

新港町、装東町く海土路町(藤生町、黒磯吼
青木町、保津町、小瀬く藤河 (関戸・多田・阿品。田原)、

北河内 (守内・瓦谷・杭名・下・行波・天尾・三鹿 。相ノ谷)

岩国地域

口錦衛生舎

(覇 317268)

岩国‐・三丁目、錦見五・六丁目、横山、平田、今津町五丁目、

麻里布町 (一丁目1番 1号と二丁目10番 46・ 47・ 74号を除く)、

楠吼 ,中津町、車町、川下町(旭町、三角町く牛野谷吼 門前町、

愛宕町、尾津町、南岩国町、灘町、通津 (通津。長里予l、 御庄 (御庄・持

国。大谷)、 師木野 (六呂師。叶木 i任里予l、 南河内 (土生・角・保木・

上田 '寺山・近延・行正・入野・大山・廿木・併房・竹安)

岩国地域

柱島環境衛生組合 柱島

端島環境衛生組合 端島

黒島環境衛生組合 黒島

lttl由宇衛生社

(覇 630140)
由宇町 同左

lttlトキワ衛生社
周東町

卿

lttlク リエンホ‐ム

(覇 760063)
錦町、美川町、美和町、本郷町 同左


